
〈インフルエンザ証明書の対応について〉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※学校にも用意してあります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※学校に登校するにあたり、再度、医療機関を受診する必要はありません。 

インフルエンザ発症 

「受診証明書」の対応を 

している病院を受診 

「受診証明書」の対応を 

していない病院を受診 

医療機関で発行する 

「受診証明書」の記入を 

お願いする。 

 

学校に電話で、インフルエンザと診断されたことを連絡する。 

ホームページから「インフルエンザ 

出席停止連絡及び経過報告書」を 

ダウンロードし、印刷する。 

自宅療養中、保護者が用紙に経過を記入する。 

決められた期間療養し、登校するときに用紙を学校に提出する。 


